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　帯広市新総合体育館整備運営事業に伴う優先交渉権者が決定したことから、、11月17日開催の建設文教委員会に報告するも

の。

○優先交渉権者の決定について、11月17日の建設文教委員会に報告するとともに公表する。

○その後は、当初スケジュールに基づき、以下のとおりすすめる。

　平成28年12月　　債務負担行為の議会提案

　平成29年３月　　事業本契約の議会提案

　平成29年４月　　事業者による基本設計・実施設計に対するモニタリング

・同内容で、11月17日の建設文教委員会へ報告することで了承された。

・特になし。

　■今後のスケジュール

　■　審議結果

　■　その他、指摘事項等

　■　提案・報告の主な内容(概要)

　　新しい総合体育館については、本年5月25日、PFI法に基づく特定事業として選定し、同月27日から募集を開始した。9月30日

の募集期限までに1者から応募があり、事業審査委員会から、審査の結果、提案のあった事業者を最優秀提案者として選定した

との報告があったことから、優先交渉権者として決定するもの。

１　優先交渉権者　　　オカモトグループ

２　審査の結果

（１）参加資格　　　　　参加資格あり

（２）提案価格　　　　　提案価格は、市があらかじめ示した上限価格を下回っている

（３）性能評価　　　　　審査委員会における評価点は304.4点で、最低得点条件である250点を上回っている

平成２８年度　第８回全体庁議（１１月７日開催）

（１１）帯広市新総合体育館の整備運営に向けた取組みに

　　　　ついて[生涯学習部]

審議 ・ 報告

　■　提案・報告の趣旨


